
１ 特自検強調月間（11月1日～30日）を取り

組みましょう 

２ フロン排出抑制法が改正されました 

 「フロン回収・抑制法」が改正され、「フ

ロン排出抑制法」として、平成27年4月1

日から施行されております。 

 代替えフロンは、オゾン層破壊効果は

ないものの、高い地球温暖化効果を持つ

ことから、その防止のため、排出を抑える

必要があります。このため、「フロン回収・

抑制法」が「フロン排出抑制法」として改

正されたものです。 

 建設機械やフォークリフト等建荷協で

扱っている建設荷役車両のエアコンディ

ショナーは「第一種特定製品」となり、そ

の「管理者」（所有者）には設置、使用、

廃棄についての管理が義務付けられまし

た。（高所作業車等「自動車リサイクル

法」対象車両は除く。） 

 まず、「3か月に1回の簡易点検」を実施

し、その結果を保存しなければなりませ

ん。 建荷協では「簡易点検表」を作成し

ておりますのでご利用ください。（当支部

ホームページをご参照ください。） 

 また、フロン類の充填・回収を行う場合

には登録が必要です。詳しくは所轄窓口

の長野県環境部資源循環推進課(026-

235-7164)にお問い合わせください。 

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会長野県支部 

目次： 

特自検強調月間（11月1

日～30日）をとりくみま

しょう 

１ 

フロン排出抑制法が改正

されました 
２ 

研修事業順調に進行 ３ 

常任役員会開催される ４ 

事務局だより ５ 

発行日 平成27年10月1日 第3巻 第3号 

建荷協長野県支部通信 

 平成27年度の「特自検強調月間」は、

昭和60年に開始されてから31回目を迎

えます。本年度は「特自検 安全作業の

第一歩」をスローガンとして実施します。 

 検査を実施する事業者は適正な検査

の実施と検査体制を見直し、ユーザーは

所有する機械が適正な検査・管理が行

われているか見直すことにより、特定自主

検査が適正に行われ機能することを目標

に周知・徹底いたします。 

＜各事業者の実施事項＞ 

（１）登録検査業者及び事業内検査を行う

事業者：①それぞれの別添「特定自主検

査業務点検表」を使って、自社の特自検

業務の実施体制・検査者・検査機器・標

章・台帳・記録表等の管理について、業

務点検を実施する。 

②検査業者は、顧客に対して特自検の

実施が定着するようＰＲする。 

（2）建設荷役車両のユーザー及びリー

ス・レンタル業者：①特自検が適正に実

施されているか②特自検実施済み標章

の貼付のない機械がないか③特自検記

録表の検査結果とその補修措置が行わ

れているか、確認する。 

＜巡回指導の実施＞ 

 長野県支部では、強調月間を中心に、

各地域協議会各地区の会員検査業者

が、非会員検査業及び事業内検査事業

場も含めて巡回指導にあたり、特定自主

検査の実施・管理状況を点検し、問題の

ある場合には改善を指導しております。こ

れにより、強調月間の趣旨はより効果的に

推進されます。 

ハイライト： 

 第66回全国労働衛生週間

（10月1日~7日）が実施されて

います。 

 「特自検強調月間」が実施さ

れています。（別添「特定自主

検査業務点検表」にてご確認

ください。） 

 平成28年度の考案賞を募集

中です。申込様式等は当支

部ホームページをご覧くださ

い。 

〒380-0872 

長野市妻科426-1 

長野県建築士会館4F 
TEL 026-232-2880 

FAX 026-232-6606 

http://www.sacl-nagano.jp 

 

プロボルト楽々ロック：手早く安全

にプロボルトを固定し、取り外すた

めの治具（平成27年考案賞銀賞：本

部ホームページをご参照くださ

い。） 



危 険の見える化（リスクアセスメン

ト）セミナーが、8月4日、ポリテク

センター松本で行われました。セミナー

参加者は10名で、「わかり易かった」「だい

たいわかった」という感想が述べられる一

方、改

善要望

等もあり

ました。

今後、さ

らに改善

し、使いやすいモデルとして行きます。 

整 地・運搬・積込み用・掘削用及び

解体用機械の検査者資格取得

研修が、9月7日～9日にかけて、長野地

域職業訓練センターで行われました。研

修参加者

は17人

で、写真

は実習の

模様で

す。 

整 地・運搬～解体用機械の能力向

上教育が、9月25日、ポリテクセ

ンター松本で行われました。研修参加者

は50名で、締切日前に定員に達し、盛況

でした。

写真は

研修の

模様で

す。 

 製材会社の社員には危険が「見えて」

いなかったが、指揮者のＡにも「見えて」

いなかった。コミュニケーションの問題で

ある。 

 隠れている危険を「見える」ようにする、

危険が「目に飛び込んでくる」状態を作り

出すことが「見える化」である。「見える化」

とは「見せる化」であり、「見せよう」と意志

しなければ実現できない。 

 「点検中！稼働禁止」のような表示が機

械のスイッチに掛けられていれば、不幸

なコミュニケーションの齟齬は防げたであ

ろう。 

 製材工場で、製材機の保守管理会社

の社員Aが、製材会社の社員数人と製材

機に挟まった木くずを取り除き、作業後の

状況をAがカメラで撮影するなど点検・確

認をしていたところ、製材会社の社員が

機械を始動させて、Aが巻き込まれ死亡

した、という事故があった。 

 おそらく製材機の整備・修理等の作業

であったのだろう。 保守管理会社の社

員Ａの指揮によってこの作業が行われ、

最後にＡ自身が点検・確認を行っていた

と思われる。目の前の危険な場所に人が

見えなかった製材会社の社員が機械を

稼働させてしまった。 

３ 研修事業順調に進行 

５ 事務局だより 

「見える化」とは「見せる

化」であり、「見せよう」

と意志しなければ実現

できない。 

４ 常任役員会開催される 

 本部監査の指摘に基づき、支部研修業

務規程制定（案）について提案がなされ、

了承されました。 

 また、平成28年度総会における表彰候

補について提案がなされ、基本的に了承

されたほか、法改正等の動向についても

報告がなされました。 

 平成27年度の第1回常任役員会が、9

月15日、ホテル国際21で開催されまし

た。 

 8月末現在での事業の進捗状況（研

修、地域協議会（巡回指導）、経理等、

本部監査（研修業務）について報告され

ました。 
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全 国労働衛生週間
（10月1日～7日） 
 9月の準備月間には各社労

働衛生に関するお取り組みを

されたことと存じます。 

 今年の週間スローガンは

「職場発！ 心と体の健康

チェック はじまる ひろが

る 健康職場」です。 

 腰痛予防対策やメンタルヘ

ルス対策、溶剤、薬品への暴

露防止対策など、各職場の特

性に応じて見直しを行い、教

育を実施しましょう。 

 実施要綱等については、支

部ホームページをご参照くだ

さい。 

Ｑ＆Ａコーナー 

Ｑ：建機工の移動式クレーン定

期自主検査者資格でクレーン機

能付き油圧ショベルのクレーン

部分の定期自主検査を行ってよ

いか？また、マグネット付きの

アタッチメントの付いた油圧

ショベルは移動式クレーンとし

ての定期自主検査が必要か？ 

Ａ：建機工（（一社）日本建設

機械工業会）は法定の要件を満

たした検査者研修を行ってお

り、その修了資格でクレーン機

能部分についての定期自主検査

ができます。同検査済みステッ

カーは、建機工、建荷協どちら

のものでもよいです。 

 リフティングマグネットを装

着した油圧ショベルは移動式ク

レーンとして扱う旨、厚労省よ

り通達が出されており、移動式

クレーンとして定期自主検査を

実施し、検査済みステッカーを

添付する必要があります。 

１

２９

３００

数千のハザード
（危険有害要因＝
不安全な状態＋不安全な行動）

重大な事件・事故

何らか事件・事故の

ヒヤリ・ハット

３３０

ハインリッヒの法則
・・・リスクはピラミッド構造になっている

潜在して
いる

2

顕在化
した

(公社)建荷協長野県支部



区分

№ 判定

1

2

3

4 本社の内部監査を年１回以上定期的に実施し、結果を保存している

5

6

＊

（４月１日～翌３月３１日の状況について、４月３０日迄に報告している。）

教育記録表を作成し、社内及び建荷協の研修・教育等を検査員毎に管理している

教育内容 判定

＊ 検査業者検査員資格取得研修

＊ 能力向上教育

実務研修

安全教育

管理者セミナー

9

10 ＊

11

12

13

14 検査員名簿を備えている

＊ 機械等の種類ごとに有資格者が２人以上いる 人数 判定

フォークリフト

不整地運搬車

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用）

車両系建設機械（基礎工事用）

車両系建設機械（締固め用）

車両系建設機械（コンクリート打設用）

高所作業車

16 検査員の過去３年間の異動、退職等の経過を記録している

17 過去３年間の検査員の資格証の写しをファイルしている

18 検査資格者を明確にするために検査員標識（ワッペン、腕章等）を装着している

19 業務規程を検査事務所に備え、関係者に周知している

20 ＊ 業務規程に定めた下記事項に基づき業務を行い、業務規程と実際の業務に相違がない

21 ・各検査事務所（統括責任者、所在地・電話番号・郵便番号）

22 ＊ ・特定自主検査を行うことができる機械等の種類

23 ＊ ・検査料の額及び収納方法に関する事項

24 ＊ ・特定自主検査記録表（検査結果証明証）の発行に関する事項

25 ＊ ・特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項

26 ＊ ・休日、営業時間、検査場所

27 ＊ ・出張検査の要領

28 ・検査済標章の発行及び管理

29 ・記録表（検査結果証明証）、検査済標章の再発行
＊

検査料金を依頼者に見やすい場所に掲示している

30

特定自主検査業務点検表　[検査業者用]

検査員を一覧表等にして掲示し明確にしている

体
制

検査事務所名

区分

検査業者の氏名若しくは名称又は住所、代表者の氏名、特定自主検査を行うことができ
る機械等に変更はない

報
告

検
査
員

登録の有無

最新の検査業者登録証写しを依頼者に見やすい場所に掲示している

点検年月日検査業者名 年　　　　月　　　　日　

検査事務所における検査実施状況を把握している

登録番号

点検者
職氏名

項　目

本社において特定自主検査業務を統括する責任者を選任している

検査事務所毎の検査員は指名され、配置状況が管理されている

　「＊」のある項目は法令・通達にて定められた項目。　判定欄には良の場合は「○」、否の場合は「×」、該当しない項目は
「－」をそれぞれ記入し、検査員の人数欄および検査機器の台数欄には数値をそれぞれ記入すること。

組
織
・
管
理

各検査事務所において特定自主検査業務を統括する責任者を選任している

備　考

特定自主検査実施状況報告書を労働局長（大臣登録検査業者にあっては厚生労働大臣）
に提出している（４月１日～翌３月３１日の状況について、４月３０日迄に報告している。）

7

検査事務所に対する内部監査を年１回以上定期的に実施し、結果を保存している

建
荷
協

研修・教育

第　　　　　号 本社 ・ 検査事務所
点検責任者

職氏名

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

業務規程の変更を行った際、業務規程変更報告を労働局長（大臣登録検査業者にあって
は厚生労働大臣）に報告している

業
務
規
程

8

15

教
育

掲
示

検査業者銘板を見やすい場所に掲示している

Ⓒ 2013 公益社団法人　建設荷役車両安全技術協会

社
内
・
そ
の
他

有 ・ 無

ＢＰ-ＹＣ-０２-Ｂ 



№ 判定

31

32 ＊ 検査機器は１台以上保有し、検査員の人数に対して適正である

33 検査機器は整備され、いつでも使用できる状態にある
台数 判定 台数 判定 整備状況

①圧力計 ⑤油圧計

（ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｹﾞｰｼﾞ） ⑥電圧計

②回転計 ⑦電流計

③シックネスゲージ ⑧探傷器(又はｶﾗｰﾁｪｯｸ等)

④ノズルテスター ⑨磨耗ゲージ

34 標章管理者を定め、直接、受払・引当等の実務を行っている

35 標章受払い簿を備えている

36 標章の貼付位置は適切である

37 標章受払簿の残数と現物が一致している

38 標章はロッカー等施錠設備のある箇所に保管している

39 年末残数の廃棄処理を適切に行っている

40 標章の受払は適正に記載されている

41 受入数、払出数、残数に差異がない

42 月ごと（週ごと）等一定の期間単位で管理され、払出数が適切である

43 廃棄処理が適正に行われ、廃棄理由が明確になっている

44 ＊ ３年間保存している

45 証明書発行番号、標章番号等、系統的に記載されている

46 記載事項に漏れがない

47 標章払出後、長期間未記載（仕掛り）のものがない

48 検査記録表、標章を再発行した場合、再発行年月日を適用欄に記載されている

49 再発行の場合、再発行受領書を受領している

50 検査料金は業務規程どおりである

51 一人一日あたりの検査台数は適正である

52

53

54 ＊ ３年間保存している
55

56 記載事項に漏れはない

57 ＊ 特定自主検査を受けた者の氏名・名称及び住所

58 ＊ メーカー名、機械の種類、型式、性能及び製造年月日又は製造番号

59 ＊ 特定自主検査実施年月日

60 ＊ 特定自主検査を実施した者の氏名（有資格者である）が自署・押印している

61 検査事務所責任者名が自署・押印している

62 ＊ 検査箇所、検査内容等に記載漏れ・誤記はない

63 該当しない箇所は「該当なし（－）」が記されている

64 適切な検査機器を使用し、検査方法欄にチェックを記している

65 ＊ 補修等が必要と認められる場合、検査依頼者への連絡等措置の状況を記載している

66

67 記録表、標章を再発行した場合の再発行申込書を一緒にファイルしている

68 定期自主検査指針および検査・整備基準値表を備付、これに基づき検査を実施している

69 ＊ ３年間保存している

70 作業日報と記録表（検査結果証明証）で検査員および検査日が一致している

71 ３年間保存している

Ⓒ　2013 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会点検後、この点検表と改善結果は関係帳簿等と一緒に３年間保管して下さい。

備　考

特定自主検査記録表(検査結果証明書)の控は月別、証明書発行番号順等、系統的にファ
イルされている

検
査
済
標
章

日
報

帳
　
簿
　
等

検査機器台帳を備えている

整備状況

ｶﾞｿﾘﾝ用

標
章
受
払
簿

項　目

総
合
判
定

安全に係る重要な未補修事項がある場合は事業者が補修してから標章を貼付するよう
に要請している

汚損、切取ミス等、使用不可能になった標章は、理由を記載し残余片を保管している

特
定
自
主
検
査
検
査
記
録
表
（

検
査
結
果
証
明
証
）

紛失した標章は、紛失理由を記載してある

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ用

特
定
自
主
検
査
台
帳
・
検
査
料
収
納
簿

検
査
機
器

区分



№ 判定

1

2

3 標章の払出や「標章受払簿」「標章貼付簿」等の管理をする標章管理者を選任している

教育記録表を作成し、社内及び建荷協の研修・教育等を検査者毎に管理している

教育内容 判定

＊ 検査者資格取得研修

＊ 能力向上教育

実務研修

安全教育

管理セミナー

6

7

*

10 * 機械等の種類ごとに検査者を配置してある 人数 判定

11 フォークリフト

12 不整地運搬車

13 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用）

14 車両系建設機械（基礎工事用）

15 車両系建設機械（締固め用）

16 車両系建設機械（コンクリート打設用）

17 高所作業車

18 検査者の過去３年間の異動、退職等の経過を記録している

19 過去３年間の検査者の資格証の写しをファイルしている

20 検査資格者を明確にするために検査者標識（ワッペン、腕章等）を装着している

21 検査機器台帳を備えている

22 検査機器は１台以上保有し、検査者の人数に対して適正である

23 検査機器は整備され、いつでも使用できる状態にある
台数 判定 台数 判定 整備状況

①圧力計 ⑤油圧計

（ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｹﾞｰｼﾞ） ⑥電圧計

②回転計 ⑦電流計

③シックネスゲージ ⑧探傷器(又はｶﾗｰﾁｪｯｸ等)

④ノズルテスター ⑨磨耗ゲージ

検査実施事業所名

ｶﾞｿﾘﾝ用

検査者名簿を備えている。（検査者名簿とは誰がどの資格を保有しているのか、機械等
の種類ごとに何名の検査者がいるのかを把握するためにまとめたもの）

点検責任者
職氏名

検査対象機械一覧表を整備してある。（検査対象機械一覧表とは検査対象機械が、ひと
目で判るよう、機械の名称、型式・車体番号、特定自主検査の実施等を記入したもの）

年間安全衛生計画の中で機械ごとに検査実施時期等を定めている

点検年月日

区分

教
育

検
査
機
器

機
械
の
管
理

検
査
者

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ用

5

特定自主検査業務全般を統括する責任者として、機械管理責任者を選任している

必要に応じて機械管理責任者を補助する、検査実施責任者を選任している

検査の実施状況をチェックし、遅滞なく検査を実施している

検査対象機械は、１年に１回（不整地運搬車は２年に１回）、定期に、漏れなく検査を
行っている

備　考

4

8

9

年　　　　　月　　　　　日

整備状況

　「＊」のある項目は法令・通達にて定められた項目。　判定欄には良の場合は「○」、否の場合は「×」、該当しない項目は
「－」をそれぞれ記入し、検査者の人数欄および検査機器の台数欄には数値をそれぞれ記入すること。

点検者
職氏名

体
制

組
織
・
管
理

項　目

研修・教育

建
荷
協

社
内
・
そ
の
他

特定自主検査業務点検表　[事業内用]

Ⓒ2011　公益社団法人　建設荷役車両安全技術協会

 事業内検査を行う事業者は労働安全衛生法に基づき、自社における特定自主検査を適正に行わな
ければなりません。 
 この点検表は、現に、自社で行っている特定自主検査が適正に実施されているかどうか、自己点
検をする為のものです。 
 特定自主検査が適正に行われるよう、常に心掛けていただくことはもちろんですが、この点検表
を使って、少なくとも年１回（例えば、11月の特定自主検査強調月間行事の一環として）、自社の
特定自主検査の実施状況をチェックしてください。点検の結果、不適正な項目がありましたら、直
ちに改善するようにしてください。 

ＢＰ-ＹＣ-０４-Ａ 



№ 判定

24 標章管理者を定め、直接、受払・引当等の実務を行っている

25 標章受払簿を備えている

26 標章の貼付位置は適切である

27 標章受払簿の残数と現物が一致している

28 標章はロッカー等施錠設備のある箇所に保管している

29 年末残数の廃棄処理を適正に行っている

30 標章の受払は適正に記載されている

31 受入数、払出数、残数に差異がない

32 月ごと（週ごと）等一定の期間単位で管理され、払出数が適切である

33 廃棄処理が適正に行われ、廃棄理由が明確になっている

34 ３年間保存している

35 標章番号順等系統的に記載されている

36 記載事項に漏れがない

37 再発行の場合、適用欄に旧標章番号を記載している。

38 標章番号に欠番はない

39

40

41 一人一日あたりの検査台数は適正である

42 ３年間保存している

43

44 * 記載事項に漏れはない

45 メーカー名、機械の種類、型式、性能及び製造年月日又は製造番号

46 * 特定自主検査実施年月日

47 * 特定自主検査を実施した者の氏名（有資格者である）が自署・押印している

48 機械責任者名が自署・押印している

49 * 検査箇所、検査内容等に記載漏れ・誤記はない

50 該当しない箇所は「該当なし（－）」が記されている

51 適切な検査機器を使用し、検査方法欄にチェックを記している

*

53

54 検査記録表、標章を再発行した場合の再発行申込書を一緒にファイルしている

55 定期自主検査指針および検査・整備基準値表を備付、これに基づき検査を実施している

56 * ３年間保存している

標
章
貼
付
簿

特定自主検査記録表は、標章番号別、記録表発行番号順、検査年月日順等、系統的に全
てファイルされている

標
章
受
払
簿

紛失した標章は、紛失理由を記載してある

汚損、切取ミス等、使用不可能になった標章は、理由を記載し残余片を保管している

検査業者による検査の結果、異常が認められた箇所は、補修その他必要な措置を講じ、
正常な状態に修復した上で標章を貼付している

検査の結果、異常が認められた箇所は、直ちに補修その他必要な措置をとり、正常な状
態に修復している

区分

検
査
済
標
章

備　考項　目

57

重大な安全装備の未補修事項がある場合は補修を確認してから標章を貼付することとし
ている

52

58

注意　この検査業検査の欄は特定自主検査を検査業者に依頼している場合に記入して下さい

総
合
判
定

帳
　
簿
　
等

検
査
業
検
査

特
定
自
主
検
査
検
査
記
録
表

Ⓒ2011　公益社団法人　建設荷役車両安全技術協会点検後、この点検表と改善結果は関係帳簿等と一緒に３年間保管して下さい。

検査業者が作成した特定自主検査記録表（検査結果証明書）を所定の年数（３年間）保
存している


